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議 案 第 ３ １ 号

平 成 ２ ７ 年 度 川 越 市 一 般 会 計 補 正 予 算 （ 第 ４ 号 ）

平 成 ２ ７ 年 度 川 越 市 一 般 会 計 補 正 予 算 （ 第 ４ 号 ） は 、 次 に 定 め る と こ ろ に よ る 。

（ 歳 入 歳 出 予 算 の 補 正 ）

第 １ 条 歳 入 歳 出 予 算 の 総 額 か ら 歳 入 歳 出 そ れ ぞ れ 1 , 1 0 7 , 4 2 2 千 円 を 減 額 し 、 歳 入 歳 出 予 算 の 総

額 を 歳 入 歳 出 そ れ ぞ れ 1 1 0 , 9 9 9 , 5 2 3 千 円 と す る 。

２ 歳 入 歳 出 予 算 の 補 正 の 款 項 の 区 分 及 び 当 該 区 分 ご と の 金 額 並 び に 補 正 後 の 歳 入 歳 出 予 算 の 金

額 は 、 「 第 １ 表 歳 入 歳 出 予 算 補 正 」 に よ る 。

（ 継 続 費 の 補 正 ）

第 ２ 条 継 続 費 の 変 更 は 、 「 第 ２ 表 継 続 費 補 正 」 に よ る 。

（ 繰 越 明 許 費 の 補 正 ）

第 ３ 条 繰 越 明 許 費 の 追 加 は 、 「 第 ３ 表 繰 越 明 許 費 補 正 」 に よ る 。

（ 債 務 負 担 行 為 の 補 正 ）

第 ４ 条 債 務 負 担 行 為 の 追 加 及 び 変 更 は 、 「 第 ４ 表 債 務 負 担 行 為 補 正 」 に よ る 。

（ 地 方 債 の 補 正 ）

第 ５ 条 地 方 債 の 追 加 及 び 変 更 は 、 「 第 ５ 表 地 方 債 補 正 」 に よ る 。

平 成 ２ ８ 年 ２ 月 １ ９ 日 提 出
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川 越 市 長 川 合 善 明
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第 １ 表　歳 入 歳 出 予 算 補 正

 （１） 歳　入 　（△印　減）　(単位　千円)

款 項

10 地 方 交 付 税 1,744,641    394,048    2,138,689    

１ 地 方 交 付 税 1,744,641    394,048    2,138,689    

12 分 担 金 及 び 負 担 金 891,006    △12,231    878,775    

２ 負 担 金 890,975    △12,231    878,744    

13 使 用 料 及 び 手 数 料 2,155,225    △11,678    2,143,547    

１ 使 用 料 1,543,387    △11,678    1,531,709    

14 国 庫 支 出 金 16,672,700    △395,579    16,277,121    

１ 国 庫 負 担 金 13,823,837    19,007    13,842,844    

２ 国 庫 補 助 金 2,766,925    △414,586    2,352,339    

15 県 支 出 金 6,920,539    △617,936    6,302,603    

１ 県 負 担 金 3,556,194    9,532    3,565,726    

２ 県 補 助 金 1,746,421    △110,596    1,635,825    

３ 委 託 金 1,617,924    △516,872    1,101,052    

17 寄 附 金 2,530    6,094    8,624    

１ 寄 附 金 2,530    6,094    8,624    

18 繰 入 金 3,329,225    △2,677,172    652,053    

１ 基 金 繰 入 金 3,293,006    △2,677,172    615,834    

19 繰 越 金 2,843,633    2,183,791    5,027,424    

補 正 前 の 額 補 　 正 　 額 計
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　（△印　減）　(単位　千円)

款 項

１ 繰 越 金 2,843,633    2,183,791    5,027,424    

20 諸 収 入 3,632,846    30,541    3,663,387    

５ 雑 入 3,425,146    30,541    3,455,687    

21 市 債 11,011,800    △7,300    11,004,500    

１ 市 債 11,011,800    △7,300    11,004,500    

112,106,945    △1,107,422    110,999,523    歳 入 合 計

補 正 前 の 額 補 　 正 　 額 計
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 （２） 歳　出 　（△印　減）　(単位　千円)

款 項

２ 総 務 費 11,607,133    91,765    11,698,898    

１ 総 務 管 理 費 9,286,666    69,214    9,355,880    

３ 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費 404,663    57,948    462,611    

４ 選 挙 費 287,212    △31,897    255,315    

５ 統 計 調 査 費 169,926    △3,500    166,426    

３ 民 生 費 44,603,562    188,801    44,792,363    

１ 社 会 福 祉 費 19,534,780    326,860    19,861,640    

２ 児 童 福 祉 費 17,173,188    △352,376    16,820,812    

３ 生 活 保 護 費 7,893,088    214,317    8,107,405    

４ 衛 生 費 15,419,497    △87,343    15,332,154    

１ 保 健 衛 生 費 7,934,920    △29,343    7,905,577    

２ 清 掃 費 5,184,577    △58,000    5,126,577    

５ 労 働 費 237,511    △35,265    202,246    

１ 労 働 費 237,511    △35,265    202,246    

７ 商 工 費 1,757,836    34,225    1,792,061    

１ 商 工 費 1,757,836    34,225    1,792,061    

８ 土 木 費 9,183,797    △1,344,069    7,839,728    

補 正 前 の 額 補 　 正 　 額 計
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　（△印　減）　(単位　千円)

款 項

２ 道 路 橋 り ょ う 費 2,666,266    △175,600    2,490,666    

３ 河 川 費 375,954    △12,000    363,954    

４ 都 市 計 画 費 5,164,337    △1,152,987    4,011,350    

５ 住 宅 費 273,067    △3,482    269,585    

９ 消 防 費 4,502,515    △113,591    4,388,924    

１ 消 防 費 4,502,515    △113,591    4,388,924    

10 教 育 費 14,068,138    194,706    14,262,844    

１ 教 育 総 務 費 2,512,991    △39,142    2,473,849    

２ 小 学 校 費 1,978,408    △67,865    1,910,543    

３ 中 学 校 費 1,374,411    352,054    1,726,465    

６ 社 会 教 育 費 2,302,846    △50,341    2,252,505    

13 諸 支 出 金 158,673    △36,651    122,022    

２ 土 地 開 発 公 社 費 94,375    △36,651    57,724    

112,106,945    △1,107,422    110,999,523    歳 出 合 計

補 正 前 の 額 補 　 正 　 額 計
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第２表　継続費補正

（変　更）

総 額 年 度 年 割 額 総 額 年 度 年 割 額

千円 千円 千円 千円

平成25年度 151,400 平成25年度 151,400

平成26年度 813,700 平成26年度 813,700

平成27年度 255,900 平成27年度 217,200

補 正 後補 正 前
事 業 名項款

１総　務
　管理費

本 庁 舎
耐 震 化
事 業

1,221,000 1,182,300２総務費
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第 ３ 表 繰 越 明 許 費 補 正

（ 追 加 ）

款 項 事 業 名 金 額

１ 総 務 管 理 費 電 子 市 役 所 の 推 進 ２ １ １ ， ９ ６ ４ 千 円

２ 総 務 費
３ 戸 籍 住 民

住 民 基 本 台 帳 事 務 ９ ９ ， １ ８ ９ 千 円
基 本 台 帳 費

子 ど も ・ 子 育 て 支 援 新 制 度 事 務 １ ０ ， ４ ７ ６ 千 円

３ 民 生 費 ２ 児 童 福 祉 費

民 間 保 育 所 補 助 等 １ ３ ６ ， ５ ９ ７ 千 円

７ 商 工 費 １ 商 工 費 商 工 業 振 興 ３ ３ ， ６ ２ ５ 千 円

幹 線 道 路 （ 市 道 ） 整 備 （ 用 地 ） ２ １ ， １ ４ ９ 千 円

生 活 道 路 （ 市 道 ） 改 良 （ 用 地 ） １ ９ ， ９ ３ ６ 千 円
８ 土 木 費 ２ 道 路 橋 り ょ う 費

地 区 整 備 計 画 推 進 （ 道 路 改 良 ）
１ ， ８ ６ ７ 千 円

（ 用 地 ）
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款 項 事 業 名 金 額

中 央 通 り 地 区 整 備 ８ ８ ６ 千 円

県 道 川 越 越 生 線 交 通 安 全 施 設 整 備 ２ ９ ， ７ ７ ６ 千 円

新 宿 町 三 丁 目 交 差 点 整 備 ８ ， ９ １ ２ 千 円

８ 土 木 費 ４ 都 市 計 画 費

川 越 駅 南 大 塚 線 （ 用 地 ） ２ ９ ， ８ ５ ８ 千 円

本 川 越 駅 前 通 線 （ 用 地 ） ５ ， ２ ４ ４ 千 円

交 差 点 改 良 （ 用 地 ） ８ ， ０ ８ ３ 千 円

１ 教 育 総 務 費 幼 稚 園 就 園 奨 励 費 ５ ， １ ８ ４ 千 円

１ ０ 教 育 費

３ 中 学 校 費 中 学 校 大 規 模 改 造 ４ ９ ０ ， ０ ５ ２ 千 円
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第 ４ 表 債 務 負 担 行 為 補 正

（ 追 加 ）

事 項 期 間 限 度 額

臨 時 福 祉 給 付 金 給 付 事 業 業 務 委 託 平 成27年 度 か ら 平 成28年 度 ま で 165,780千 円

（ 変 更 ）

補 正 前 補 正 後
事 項

期 間 限 度 額 期 間 限 度 額

東 武 東 上 線 新 河 岸 駅 の 橋 上
平 成28年 度 か ら 平 成28年 度 か ら

駅 舎 及 び 東 西 連 絡 自 由 通 路 等 2,103,000千 円 2,123,000千 円
平 成29年 度 ま で 平 成29年 度 ま で

の 整 備 事 業 費
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第５表 地方債補正

（追 加）

起 債 の 目 的 限 度 額 起 債 の 方 法 利 率 償 還 の 方 法

％ 政府資金については、その融資条件により、銀行その

情 報 シ ス テ ム 普 通 貸 借 他の場合にはその債権者と協定するものによる。

182,400 又 は 5.0以内 ただし、据置期間は２年以内とし、本市財政の都合に

整 備 事 業 費 証 券 発 行 より償還期限を短縮し、又は繰上償還若しくは低利に借

換えすることができる。

千円
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（変 更）

補 正 前 補 正 後

起債の目的

限 度 額 起債の方法 利率 償 還 の 方 法 限 度 額 起債の方法 利率 償 還 の 方 法

％ 政府資金について ％ 政府資金について

は、その融資条件に は、その融資条件に

より、銀行その他の より、銀行その他の

場合にはその債権者 場合にはその債権者

本 庁 舎 普 通 貸 借 と協定するものによ 普 通 貸 借 と協定するものによ

5.0 る。 5.0 る。

アスベスト 54,100 又 は ただし、据置期間 2,800 又 は ただし、据置期間

以内 は２年以内とし、本 以内 は２年以内とし、本

除去事業費 証 券 発 行 市財政の都合により 証 券 発 行 市財政の都合により

償還期限を短縮し、 償還期限を短縮し、

又は繰上償還若しく 又は繰上償還若しく

は低利に借換えする は低利に借換えする

ことができる。 ことができる。

本庁舎耐震

172,300 同 上 同上 同 上 158,100 同 上 同上 同 上

化 事 業 費

千円 千円
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補 正 前 補 正 後

起債の目的

限 度 額 起債の方法 利率 償 還 の 方 法 限 度 額 起債の方法 利率 償 還 の 方 法

％ 政府資金について ％

は、その融資条件に

より、銀行その他の

場合にはその債権者

公 立 児 童 普 通 貸 借 と協定するものによ

5.0 る。

福 祉 施 設 74,400 又 は ただし、据置期間 0 － － －

以内 は２年以内とし、本

整備事業費 証 券 発 行 市財政の都合により

償還期限を短縮し、

又は繰上償還若しく

は低利に借換えする

ことができる。

千円 千円
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補 正 前 補 正 後

起債の目的

限 度 額 起債の方法 利率 償 還 の 方 法 限 度 額 起債の方法 利率 償 還 の 方 法

％ 政府資金について ％ 政府資金について

は、その融資条件に は、その融資条件に

より、銀行その他の より、銀行その他の

場合にはその債権者 場合にはその債権者

普 通 貸 借 と協定するものによ 普 通 貸 借 と協定するものによ

道 路 環 境 5.0 る。 5.0 る。

189,700 又 は ただし、据置期間 192,400 又 は ただし、据置期間

整備事業費 以内 は２年以内とし、本 以内 は２年以内とし、本

証 券 発 行 市財政の都合により 証 券 発 行 市財政の都合により

償還期限を短縮し、 償還期限を短縮し、

又は繰上償還若しく 又は繰上償還若しく

は低利に借換えする は低利に借換えする

ことができる。 ことができる。

道 路 新 設

596,800 同 上 同上 同 上 538,900 同 上 同上 同 上

改良事業費

千円 千円
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補 正 前 補 正 後

起債の目的

限 度 額 起債の方法 利率 償 還 の 方 法 限 度 額 起債の方法 利率 償 還 の 方 法

％ 政府資金について ％ 政府資金について

は、その融資条件に は、その融資条件に

より、銀行その他の より、銀行その他の

場合にはその債権者 場合にはその債権者

橋 り ょ う 普 通 貸 借 と協定するものによ 普 通 貸 借 と協定するものによ

5.0 る。 5.0 る。

新 設 改 良 109,700 又 は ただし、据置期間 97,200 又 は ただし、据置期間

以内 は２年以内とし、本 以内 は２年以内とし、本

事 業 費 証 券 発 行 市財政の都合により 証 券 発 行 市財政の都合により

償還期限を短縮し、 償還期限を短縮し、

又は繰上償還若しく 又は繰上償還若しく

は低利に借換えする は低利に借換えする

ことができる。 ことができる。

河 川 整 備

191,700 同 上 同上 同 上 180,900 同 上 同上 同 上

事 業 費

千円 千円
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補 正 前 補 正 後

起債の目的

限 度 額 起債の方法 利率 償 還 の 方 法 限 度 額 起債の方法 利率 償 還 の 方 法

％ 政府資金について ％ 政府資金について

は、その融資条件に は、その融資条件に

より、銀行その他の より、銀行その他の

場合にはその債権者 場合にはその債権者

本 川 越 駅 普 通 貸 借 と協定するものによ 普 通 貸 借 と協定するものによ

5.0 る。 5.0 る。

周 辺 地 区 88,300 又 は ただし、据置期間 77,700 又 は ただし、据置期間

以内 は２年以内とし、本 以内 は２年以内とし、本

整備事業費 証 券 発 行 市財政の都合により 証 券 発 行 市財政の都合により

償還期限を短縮し、 償還期限を短縮し、

又は繰上償還若しく 又は繰上償還若しく

は低利に借換えする は低利に借換えする

ことができる。 ことができる。

新 河 岸 駅

周 辺 地 区 427,100 同 上 同上 同 上 451,300 同 上 同上 同 上

整備事業費

千円 千円
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補 正 前 補 正 後

起債の目的

限 度 額 起債の方法 利率 償 還 の 方 法 限 度 額 起債の方法 利率 償 還 の 方 法

％ 政府資金について ％ 政府資金について

は、その融資条件に は、その融資条件に

より、銀行その他の より、銀行その他の

場合にはその債権者 場合にはその債権者

普 通 貸 借 と協定するものによ 普 通 貸 借 と協定するものによ

5.0 る。 5.0 る。

街路事業費 459,800 又 は ただし、据置期間 283,600 又 は ただし、据置期間

以内 は２年以内とし、本 以内 は２年以内とし、本

証 券 発 行 市財政の都合により 証 券 発 行 市財政の都合により

償還期限を短縮し、 償還期限を短縮し、

又は繰上償還若しく 又は繰上償還若しく

は低利に借換えする は低利に借換えする

ことができる。 ことができる。

公 園 整 備

121,300 同 上 同上 同 上 121,700 同 上 同上 同 上

事 業 費

千円 千円
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補 正 前 補 正 後

起債の目的

限 度 額 起債の方法 利率 償 還 の 方 法 限 度 額 起債の方法 利率 償 還 の 方 法

％ 政府資金について ％ 政府資金について

は、その融資条件に は、その融資条件に

より、銀行その他の より、銀行その他の

場合にはその債権者 場合にはその債権者

普 通 貸 借 と協定するものによ 普 通 貸 借 と協定するものによ

公 営 住 宅 5.0 る。 5.0 る。

20,400 又 は ただし、据置期間 17,800 又 は ただし、据置期間

改修事業費 以内 は２年以内とし、本 以内 は２年以内とし、本

証 券 発 行 市財政の都合により 証 券 発 行 市財政の都合により

償還期限を短縮し、 償還期限を短縮し、

又は繰上償還若しく 又は繰上償還若しく

は低利に借換えする は低利に借換えする

ことができる。 ことができる。

小学校施設

154,900 同 上 同上 同 上 147,300 同 上 同上 同 上

整備事業費

円 円千 千
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補 正 前 補 正 後

起債の目的

限 度 額 起債の方法 利率 償 還 の 方 法 限 度 額 起債の方法 利率 償 還 の 方 法

％ 政府資金について ％ 政府資金について

は、その融資条件に は、その融資条件に

より、銀行その他の より、銀行その他の

場合にはその債権者 場合にはその債権者

普 通 貸 借 と協定するものによ 普 通 貸 借 と協定するものによ

小学校耐震 5.0 る。 5.0 る。

24,600 又 は ただし、据置期間 14,900 又 は ただし、据置期間

補強事業費 以内 は２年以内とし、本 以内 は２年以内とし、本

証 券 発 行 市財政の都合により 証 券 発 行 市財政の都合により

償還期限を短縮し、 償還期限を短縮し、

又は繰上償還若しく 又は繰上償還若しく

は低利に借換えする は低利に借換えする

ことができる。 ことができる。

小 学 校

大規模改造 222,200 同 上 同上 同 上 167,500 同 上 同上 同 上

事 業 費

千円 千円
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補 正 前 補 正 後

起債の目的

限 度 額 起債の方法 利率 償 還 の 方 法 限 度 額 起債の方法 利率 償 還 の 方 法

％ 政府資金について ％ 政府資金について

は、その融資条件に は、その融資条件に

より、銀行その他の より、銀行その他の

場合にはその債権者 場合にはその債権者

中 学 校 普 通 貸 借 と協定するものによ 普 通 貸 借 と協定するものによ

5.0 る。 5.0 る。

耐 震 補 強 141,000 又 は ただし、据置期間 75,300 又 は ただし、据置期間

以内 は２年以内とし、本 以内 は２年以内とし、本

事 業 費 証 券 発 行 市財政の都合により 証 券 発 行 市財政の都合により

償還期限を短縮し、 償還期限を短縮し、

又は繰上償還若しく 又は繰上償還若しく

は低利に借換えする は低利に借換えする

ことができる。 ことができる。

中 学 校

大規模改造 192,000 同 上 同上 同 上 525,800 同 上 同上 同 上

事 業 費

千円 千円
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補 正 前 補 正 後

起債の目的

限 度 額 起債の方法 利率 償 還 の 方 法 限 度 額 起債の方法 利率 償 還 の 方 法

％ 政府資金について ％ 政府資金について

は、その融資条件に は、その融資条件に

より、銀行その他の より、銀行その他の

場合にはその債権者 場合にはその債権者

普 通 貸 借 と協定するものによ 普 通 貸 借 と協定するものによ

図書館改修 5.0 る。 5.0 る。

18,700 又 は ただし、据置期間 16,100 又 は ただし、据置期間

整備事業費 以内 は２年以内とし、本 以内 は２年以内とし、本

証 券 発 行 市財政の都合により 証 券 発 行 市財政の都合により

償還期限を短縮し、 償還期限を短縮し、

又は繰上償還若しく 又は繰上償還若しく

は低利に借換えする は低利に借換えする

ことができる。 ことができる。

千円 千円
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議 案 第 ３ ２ 号

平 成 ２ ７ 年 度 川 越 市 国 民 健 康 保 険 事 業 特 別 会 計 補 正 予 算 （ 第 ３ 号 ）

平 成 ２ ７ 年 度 川 越 市 国 民 健 康 保 険 事 業 特 別 会 計 補 正 予 算 （ 第 ３ 号 ） は 、 次 に 定 め る と こ ろ に よ

る 。

（ 歳 入 予 算 の 補 正 ）

第 １ 条 歳 入 予 算 の 補 正 の 款 項 の 区 分 及 び 当 該 区 分 ご と の 金 額 並 び に 補 正 後 の 歳 入 予 算 の 金 額 は 、

「 第 １ 表 歳 入 予 算 補 正 」 に よ る 。

平 成 ２ ８ 年 ２ 月 １ ９ 日 提 出

川 越 市 長 川 合 善 明
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第 １ 表　歳 入 予 算 補 正

 （１） 歳　入 　（△印　減）　(単位　千円)

款 項

２ 国 庫 支 出 金 7,856,126    542,464    8,398,590    

１ 国 庫 負 担 金 6,730,205    542,464    7,272,669    

４ 前 期 高 齢 者 交 付 金 10,993,140    △1,753,057    9,240,083    

１ 前 期 高 齢 者 交 付 金 10,993,140    △1,753,057    9,240,083    

８ 繰 入 金 2,809,023    393,811    3,202,834    

１ 他 会 計 繰 入 金 2,809,022    393,811    3,202,833    

９ 繰 越 金 1,018,239    816,782    1,835,021    

１ 繰 越 金 1,018,239    816,782    1,835,021    

43,864,330    0    43,864,330    

補 正 前 の 額 補 　 正 　 額 計

歳 入 合 計
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議 案 第 ３ ３ 号

平 成 ２ ７ 年 度 川 越 市 後 期 高 齢 者 医 療 事 業 特 別 会 計 補 正 予 算 （ 第 １ 号 ）

平 成 ２ ７ 年 度 川 越 市 後 期 高 齢 者 医 療 事 業 特 別 会 計 補 正 予 算 （ 第 １ 号 ） は 、 次 に 定 め る と こ ろ に

よ る 。

（ 歳 入 歳 出 予 算 の 補 正 ）

第 １ 条 歳 入 歳 出 予 算 の 総 額 に 歳 入 歳 出 そ れ ぞ れ 4 , 7 4 1 千 円 を 追 加 し 、 歳 入 歳 出 予 算 の 総 額 を 歳

入 歳 出 そ れ ぞ れ 3 , 5 1 6 , 5 4 1 千 円 と す る 。

２ 歳 入 歳 出 予 算 の 補 正 の 款 項 の 区 分 及 び 当 該 区 分 ご と の 金 額 並 び に 補 正 後 の 歳 入 歳 出 予 算 の 金

額 は 、 「 第 １ 表 歳 入 歳 出 予 算 補 正 」 に よ る 。

平 成 ２ ８ 年 ２ 月 １ ９ 日 提 出

川 越 市 長 川 合 善 明
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第 １ 表　歳 入 歳 出 予 算 補 正

 （１） 歳　入 　(単位　千円)

款 項

２ 繰 入 金 564,726    4,741    569,467    

１ 一 般 会 計 繰 入 金 564,726    4,741    569,467    

3,511,800    4,741    3,516,541    

 （２） 歳　出 　（△印　減）　(単位　千円)

款 項

１ 総 務 費 114,677    △4,597    110,080    

１ 総 務 管 理 費 104,220    △4,597    99,623    

２ 広 域 連 合 納 付 金 3,389,123    9,338    3,398,461    

１ 広 域 連 合 納 付 金 3,389,123    9,338    3,398,461    

3,511,800    4,741    3,516,541    歳 出 合 計

補 正 前 の 額 補 　 正 　 額 計

歳 入 合 計

補 正 前 の 額 補 　 正 　 額 計
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議 案 第 ３ ４ 号

平成２７年度川越市水道事業会計補正予算（第１号）

第１条 平成２７年度川越市水道事業会計の補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。

第２条 平成２７年度川越市水道事業会計予算（以下「予算」という。）第２条に定めた業務の予定量を次のとおり補正

する。

（項 目） （既決予定量） （補正予定量） （ 計 ）

（４）主要な建設改良事業の概要

配水管新設、改良等 事業費 ２，３７３，７５３千円 △１６，０００千円 ２，３５７，７５３千円

第３条 予算第３条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

（科 目） （既決予定額） （補正予定額） （ 計 ）

支 出

第１款 水道事業費用 ６，６１０，１９９千円 △７４，９９２千円 ６，５３５，２０７千円

第１項 営業費用 ６，２６４，０３０千円 △８２，５００千円 ６，１８１，５３０千円

第２項 営業外費用 ２２９，５６１千円 ７，５０８千円 ２３７，０６９千円

第４条 予算第４条本文括弧書を「（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額２，２５５，３４５千円は、当年度

分消費税及び地方消費税資本的収支調整額１５９，０３５千円、減債積立金１００，０００千円、建設改良積立金

１００，０００千円、過年度分損益勘定留保資金１，７７４，５００千円及び当年度分損益勘定留保資金

１２１，８１０千円で補填するものとする。）」に改め、資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。
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（科 目） （既決予定額） （補正予定額） （ 計 ）

支 出

第１款 資本的支出 ３，０７９，７０２千円 △２４，９１４千円 ３，０５４，７８８千円

第１項 建設改良費 ２，３８８，６３４千円 △２４，９１４千円 ２，３６３，７２０千円

平成２８年２月１９日提出

川越市長 川 合 善 明

‐27‐



議 案 第 ３ ５ 号

平成２７年度川越市公共下水道事業会計補正予算（第１号）

第１条 平成２７年度川越市公共下水道事業会計の補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。

第２条 平成２７年度川越市公共下水道事業会計予算（以下「予算」という。）第２条に定めた業務の予定量を次のとお

り補正する。

（項 目） （既決予定量） （補正予定量） （ 計 ）

（４）主要な建設改良事業の概要

公共下水道施設整備 事業費 １，３２４，６１３千円 △２５１，５５６千円 １，０７３，０５７千円

公共下水道施設改良 事業費 ５１５，８８７千円 △１０８，８８９千円 ４０６，９９８千円

第３条 予算第３条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

（科 目） （既決予定額） （補正予定額） （ 計 ）

収 入

第１款 下水道事業収益 ６，２１８，５４２千円 △２３，０００千円 ６，１９５，５４２千円

第１項 営業収益 ４，２９０，４７１千円 ４２０千円 ４，２９０，８９１千円

第２項 営業外収益 １，９２７，９６１千円 △２３，４２０千円 １，９０４，５４１千円

支 出

第１款 下水道事業費用 ６，１１２，４６４千円 ３，６８５千円 ６，１１６，１４９千円
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第１項 営業費用 ５，５１４，６２３千円 △２３，０００千円 ５，４９１，６２３千円

第２項 営業外費用 ５０３，８５１千円 ２６，６８５千円 ５３０，５３６千円

第４条 予算第４条本文括弧書を「（資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額１，５８２，２３５千円は、当年度

分消費税及び地方消費税資本的収支調整額７９，３９３千円及び過年度分損益勘定留保資金１，５０２，８４２千円で

補填するものとする。）」に改め、資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

（科 目） （既決予定額） （補正予定額） （ 計 ）

収 入

第１款 資本的収入 １，６３３，１１０千円 △３８６，２９０千円 １，２４６，８２０千円

第１項 企業債 １，０７５，１００千円 △３０４，８００千円 ７７０，３００千円

第２項 国庫補助金 １６９，０９０千円 △９０，７９０千円 ７８，３００千円

第７項 他会計補助金 ２６１，５９２千円 ９，３００千円 ２７０，８９２千円

支 出

第１款 資本的支出 ３，２７６，４２９千円 △４４７，３７４千円 ２，８２９，０５５千円

第１項 建設改良費 ２，１２５，６０２千円 △４４７，３７４千円 １，６７８，２２８千円

第５条 継続費を次のとおり補正する。
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補 正 前 補 正 後

款 項 事 業 名

総 額 年 度 年 割 額 総 額 年 度 年 割 額

不老川右岸 千円 千円 千円 千円

１資本的 １建 設 第１排水区 690,000 平成26年度 340,000 611,785 平成26年度 340,000

支 出 改良費 雨水貯留管

整備事業 平成27年度 350,000 平成27年度 271,785

第６条 予算第７条に定めた起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法を次のとおり補正する。
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補 正 前 補 正 後

起債の目的

限 度 額 起債の方法 利 率 償 還 の 方 法 限 度 額 起債の方法 利 率 償 還 の 方 法

千円 政府資金又は地方 千円 政府資金又は地方

公共団体金融機構に 公共団体金融機構に

ついては、その融資 ついては、その融資

条件による。銀行そ 条件による。銀行そ

下水道建設 の他の場合にはその の他の場合にはその

改良事業費 1,075,100 普 通 貸 借 年 5.0 債権者と協定するも 770,300 普 通 貸 借 年 5.0 債権者と協定するも

％以内 のとする。 ％以内 のとする。

ただし、企業財政 ただし、企業財政

その他の都合により その他の都合により

繰上償還又は低利に 繰上償還又は低利に

借換えることができ 借換えることができ

る。 る。
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第７条 予算第１１条中「３２５，６６６千円」を「３２９，７４６千円」に改める。

平成２８年２月１９日提出

川越市長 川 合 善 明
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